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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年5月14日(2015.5.14)

【公表番号】特表2014-511029(P2014-511029A)
【公表日】平成26年5月1日(2014.5.1)
【年通号数】公開・登録公報2014-022
【出願番号】特願2013-554788(P2013-554788)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｇ   9/04     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 163/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/12     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 163/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｇ    9/05     　　　Ｇ
   Ｈ０１Ｇ    9/04     ３４０　
   Ｃ０９Ｄ  163/00     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/12     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  163/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月26日(2015.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５～３０重量％のエポキシ樹脂；
０．５～５重量％のエポキシ樹脂用硬化剤；
２０～５０重量％の非金属銀めっき粒子；および
４０～７０重量％の溶剤
を含むコンデンサ用導電性コーティング。
【請求項２】
　エポキシ樹脂がビスフェノール系エポキシ樹脂またはノボラック系エポキシ樹脂である
、請求項１に記載の導電性コーティング。
【請求項３】
　エポキシ樹脂がビスフェノールＡ型エポキシ樹脂である、請求項２に記載の導電性コー
ティング。
【請求項４】
　硬化剤がアミン系硬化剤またはイミダゾール系硬化剤である、請求項１～３のいずれか
に記載の導電性コーティング。
【請求項５】
　硬化剤がトリエタノールアミンである、請求項４に記載の導電性コーティング。
【請求項６】
　非金属銀めっき粒子が以下の条件の少なくとも１つを満たす、請求項１～５のいずれか
に記載の導電性コーティング：
　密度が３～５ｇ／ｃｍ３である、
　平均粒子径が５～１００μｍである、
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　めっき銀の量が、非金属銀めっき粒子の総量に基づいて２０～６０重量％である。
【請求項７】
　非金属銀めっき粒子の非金属物質が、ガラス、窒化ホウ素、炭酸カルシウム、カーボン
ブラック、炭素繊維、アルミナおよびポリマー材料から選択される１種以上の物質である
、請求項１～６のいずれかに記載の導電性コーティング。
【請求項８】
　非金属銀めっき粒子が、銀めっきガラス粒子または銀めっき窒化ホウ素粒子である、請
求項７に記載の導電性コーティング。
【請求項９】
　非金属銀めっき粒子が銀めっきガラス粒子であり、かつ、導電性銀コーティングがイオ
ン交換体をさらに含む、請求項８に記載の導電性コーティング。
【請求項１０】
　溶剤が、エステル系溶剤および／またはエーテル系溶剤である、請求項１～９のいずれ
かに記載の導電性コーティング。
【請求項１１】
　溶剤が、エチレングリコールブチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノ
エチルエーテル、およびエチレングリコールモノブチルエーテルから選択される１種以上
の溶剤である、請求項１０に記載の導電性コーティング。
【請求項１２】
　１種以上の下記添加剤：接着促進剤、分散剤、消泡剤およびチキソトロピー調整剤をさ
らに含む、請求項１～１１のいずれかに記載の導電性コーティング。
【請求項１３】
　コーティングの粘度（２５℃）が４００～８００ｍＰａ・ｓである、請求項１～１２の
いずれかに記載の導電性コーティング。
【請求項１４】
　濃縮物の溶剤含量が導電性コーティングの溶剤含量より少ない、請求項１～１３のいず
れかに記載の導電性コーティングの濃縮物。
【請求項１５】
　濃縮物の粘度（２５℃）が３０００～３００００ｃｐｓである、請求項１４に記載の導
電性コーティングの濃縮物。
【請求項１６】
　濃縮物の粘度（２５℃）が５０００～１００００ｃｐｓである、請求項１５に記載の導
電性コーティングの濃縮物。
【請求項１７】
　３～２０重量％の熱可塑性樹脂；
２０～５０重量％の非金属銀めっき粒子；および
４０～７０重量％の溶剤；
を含み、熱可塑性樹脂がフッ素ゴムであるコンデンサ用導電性コーティング。
【請求項１８】
　フッ素ゴムがフッ素ゴムエラストマーおよびフルオロエチレンモノマーのブロックコポ
リマーから選択される、請求項１７に記載の導電性コーティング。
【請求項１９】
　非金属銀めっき粒子が以下の条件の少なくとも１つを満たす、請求項１７または１８に
記載の導電性コーティング：
　密度が３～５ｇ／ｃｍ３である、
　平均粒子径が５～１００μｍである、
　めっき銀の量が、非金属銀めっき粒子の総量に基づいて２０～６０重量％である。
【請求項２０】
　非金属銀めっき粒子の非金属物質が、ガラス、窒化ホウ素、炭酸カルシウム、カーボン
ブラック、炭素繊維、アルミナおよびポリマー材料から選択される１種以上の物質である
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、請求項１７～１９のいずれかに記載の導電性コーティング。
【請求項２１】
　非金属銀めっき粒子が、銀めっきガラス粒子または銀めっき窒化ホウ素粒子である、請
求項２０に記載の導電性コーティング。
【請求項２２】
　非金属銀めっき粒子が銀めっきガラス粒子であり、かつ、導電性銀コーティングがイオ
ン交換体をさらに含む、請求項２１に記載の導電性コーティング。
【請求項２３】
　溶剤が、エステル系溶剤および／またはエーテル系溶剤である、請求項１７～２２のい
ずれかに記載の導電性コーティング。
【請求項２４】
　溶剤が、エチレングリコールブチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノ
エチルエーテル、およびエチレングリコールモノブチルエーテルから選択される１種以上
の溶剤である、請求項２３に記載の導電性コーティング。
【請求項２５】
　１種以上の下記添加剤：接着促進剤、分散剤、消泡剤およびチキソトロピー調整剤をさ
らに含む、請求項１７～２４のいずれかに記載の導電性コーティング。
【請求項２６】
　コーティングの粘度（２５℃）が１０００～２０００ｍＰａ・ｓである、請求項１７～
２５のいずれかに記載のコンデンサ用導電性コーティング。
【請求項２７】
　濃縮物の溶剤含量が導電性コーティングの溶剤含量より少ない、請求項１７～２６のい
ずれかに記載の導電性コーティングの濃縮物。
【請求項２８】
　濃縮物の粘度（２５℃）が３０００～３００００ｃｐｓである、請求項２７に記載の導
電性コーティングの濃縮物。
【請求項２９】
　濃縮物の粘度（２５℃）が５０００～１００００ｃｐｓである、請求項２８に記載の導
電性コーティングの濃縮物。
【請求項３０】
　コンデンサの少なくとも一部の表面が導電性コーティング層により被覆されたコンデン
サであって、前記導電性コーティング層を、請求項１～１３のいずれかに記載の導電性コ
ーティングおよび／または請求項１７～２６のいずれかに記載の導電性コーティングをコ
ンデンサの表面に塗布した後、導電性コーティングを硬化および／または乾燥させること
により形成するコンデンサ。
【請求項３１】
　コンデンサがアルミニウム電解コンデンサ、タンタル電解コンデンサまたはニオブ電解
コンデンサである、請求項３０に記載のコンデンサ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　先行技術に存在する問題を考慮して、本発明は新規のコンデンサ用導電性コーティング
を提供する。
　本発明の一態様によれば、５～３０重量％のエポキシ樹脂；０．５～５重量％のエポキ
シ樹脂用硬化剤；２０～５０重量％の非金属銀めっき粒子；および４０～７０重量％の溶
剤を含むコンデンサ用導電性コーティングが提供される。
　また、本発明は、濃縮物の溶剤含量が前記導電性コーティングの溶剤含量より少ない前
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記導電性コーティングの濃縮物も提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の別の態様によれば、３～２０重量％の熱可塑性樹脂；２０～５０重量％の非金
属銀めっき粒子；および４０～７０重量％の溶剤を含み、熱可塑性樹脂がフッ素ゴムであ
るコンデンサ用導電性コーティングが提供される。
　また、本発明は、濃縮物の溶剤含量が前記導電性コーティングの溶剤含量より少ない前
記導電性コーティングの濃縮物も提供する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　コーティング濃縮物(またはコーティングの準最終生成物）は一般的に商業的に入手可
能である。コーティング濃縮物と導電性コーティングとの違いは、それらの溶剤含量であ
る。導電性コーティングの最終生成物と比較して、コーティング濃縮物の溶剤含量は非常
に少ない。これらのコーティング濃縮物は、本発明の別の態様である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　濃縮物を調製する場合、初期粘度の制御は重要である。理論上は、１０００００ｃｐｓ
（５ｒｐｍ）以下の粘度を有する生成物を本発明のコーティング濃縮物として用いること
ができる。コーティング濃縮物は、適当な本発明のコーティング組成物を調製するために
適切に希釈される。熱可塑性導電性コーティングおよび熱硬化性導電性コーティングは粘
度に対して異なる要件を有しており、それらの粘度は顧客の要求によっても変わる。濃縮
物の粘度は、一般的に３０００～３００００ｃｐｓ、好ましくは５０００～１００００ｃ
ｐｓで変化する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　前記粘度範囲に対応する本発明の熱硬化性導電性コーティングの濃縮物に含まれる各成
分の含量は、例えば、エポキシ樹脂５～４０重量％、エポキシ樹脂用硬化剤０．５～７．
５重量％、非金属銀めっき粒子２５～６５重量％および溶剤１０～４０重量％である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
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　理論上は、１０００００ｃｐｓ（５ｒｐｍ）以下の粘度を有する生成物を本発明のコー
ティング濃縮物として用いることができる。コーティング濃縮物は、適当な本発明のコー
ティング組成物を調製するために適切に希釈される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　コーティング濃縮物の粘度は、通常、約１００００ｃｐｓである。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　前記粘度範囲に対応する本発明の熱可塑性導電性コーティングの濃縮物に含まれる各成
分の含量は、例えば、１０～２５重量％の熱可塑性樹脂；４０～６５重量％の非金属銀め
っき粒子；および１０～４０重量％の溶剤である。
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